
の
は
和
紙
を
、
原
図
が
洋
紙
の
も
の
は
洋
紙
を
用

い
る
と
い
う
、
紙
質
選
択
の
配
慮
に
及
び
、
読
者

は
ほ
と
ん
ど
原
図
を
眺
め
る
思
い
に
ひ
た
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
調
査
・
執
筆
に
あ
た
っ
た
の
は
、
大
阪
大
学
の

金
坂
清
周
、
県
史
編
纂
室
の
海
道
懲
香
両
氏
で
あ

る
。
共
に
歴
史
地
理
学
、
地
図
史
に
く
わ
し
い
慧

眼
の
士
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
本
書
に
費

さ
れ
た
労
苦
は
た
い
へ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
と
想

像
で
き
る
。
絵
図
を
前
に
し
て
考
え
る
こ
と
の
意

味
と
成
果
を
浮
き
彫
り
に
し
た
大
冊
の
刊
行
を
多

と
し
た
い
。

　
　
（
B
4
版
一
三
二
頁
複
製
図
五
五
葉
一
九

　
　
九
〇
年
二
月
　
福
井
県
　
＝
、
○
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
（
足
利
健
亮
　
京
都
大
学
教
二
部
教
授
）

会

出ma

　
平
成
二
年
度
史
学
研
究
会
大
会
お
よ

び
総
会
は
、
予
定
通
り
、
十
一
月
二
日

（
金
）
午
後
一
時
よ
り
楽
友
会
館
に
お

い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
公
開
講
演
は
紀
平
英
作
、
江
口
圭
一

の
両
氏
に
よ
り
左
記
の
演
題
で
行
な
わ

れ
、
盛
会
裡
に
終
り
ま
し
た
。

全
国
産
業
復
興
法
と
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー

ル　
　
　
　
　
　
　
紀
平
英
作
氏

十
五
年
戦
争
と
ア
ヘ
ン

　
　
i
当
事
者
の
証
言
一

　
　
　
　
　
　
　
江
口
圭
一
茂

　
な
お
、
大
会
と
総
会
に
先
立
っ
て
開

…
催
さ
れ
た
秋
期
定
例
の
理
事
評
議
員
会

に
お
い
て
、
平
成

な
さ
れ
ま
し
た
。

二
年
度
会
務
報
告
が

平
成
二
年
度

　
史
単
研
究
会
大
会
講
演
要
旨

全
国
産
業
復
興
法
と
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル

紀
　
平
　
英
　
作

　
一
九
二
九
年
宋
か
ら
始
ま
っ
た
世
界
恐
慌
は
、

ア
メ
ジ
カ
合
衆
国
社
会
に
お
い
て
も
三
二
年
か
ら

三
三
年
の
段
階
で
、
推
定
さ
れ
た
完
全
失
業
者
が
、

…
三
〇
〇
万
人
、
実
に
労
働
入
口
の
二
五
パ
ー
セ

ン
ト
に
達
す
る
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

三
三
年
・
以
降
、
新
大
統
領
質
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
も

と
に
展
開
さ
れ
た
一
連
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
；
ル
政
策

は
、
こ
の
不
況
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
政
治
の
対
応

過
程
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
デ

ィ
ー
ル
の
も
と
で
の
経
済
回
復
は
必
ず
し
も
十
分

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
三
〇
年
代
を
通
し
て
眺

め
る
と
、
失
業
者
は
四
〇
年
後
半
ま
で
、
八
○
○

万
人
を
下
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
長
期

化
す
る
不
況
と
失
業
の
継
続
の
も
と
で
、
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
は
そ
の
後
半
に
入
り
、
老
齢
年
金
お
よ

び
失
業
課
険
制
度
を
盛
り
込
ん
だ
社
会
保
障
法
の

導
入
に
よ
り
福
祉
困
家
制
度
の
整
備
へ
と
向
か
い

始
め
、
さ
ら
に
は
、
全
国
労
働
関
係
法
を
採
用
し
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て
労
働
運
動
の
法
的
保
護
へ
の
道
を
開
い
て
い
っ

た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
三
五
年
に
導
入
さ
れ
、

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
最
も
重
要
な
成
果
と
し
て
そ

の
後
に
継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

他
方
こ
の
三
五
年
に
は
、
発
足
以
後
の
ロ
ー
ズ
ヴ

ェ
ル
ト
政
権
が
経
済
回
復
の
基
本
政
策
と
し
て
採

用
し
た
全
国
産
業
復
興
法
が
、
最
高
裁
判
所
の
違

憲
判
決
を
受
け
て
つ
ぶ
れ
て
い
た
。
全
国
産
業
復

興
法
は
、
初
期
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
中
心
的

な
施
策
で
あ
り
な
が
ら
、
巾
途
で
破
綻
し
、
結
局

こ
の
時
点
で
放
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実

は
こ
の
施
策
が
余
り
に
も
無
理
な
、
ま
た
予
盾
す

る
内
容
を
多
く
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。　

し
か
し
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
破
綻
を
き
た
し

清
算
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
政
策
が
、
同

時
代
の
政
治
社
会
状
況
に
お
い
て
そ
れ
な
り
に
重

要
な
意
義
を
持
ち
、
ま
た
一
定
の
歴
史
的
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
全

国
産
業
復
興
法
は
、
政
権
掌
握
ま
も
な
い
ロ
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
政
権
に
と
っ
て
、
当
面
の
危
機
に
対
す

る
最
も
包
括
的
な
施
策
と
し
て
、
ま
た
政
治
力
学

的
に
み
て
も
、
一
九
二
〇
年
選
挙
で
破
れ
て
以
来

政
権
を
離
れ
て
い
た
民
主
党
へ
の
求
心
力
を
生
み

出
す
大
き
な
政
治
動
員
手
段
と
し
て
、
新
政
権
に

よ
っ
て
き
わ
め
て
意
欲
的
に
取
り
組
ま
れ
た
政
策

で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
全
国
産
業
復
興
法

の
内
容
と
実
施
過
程
を
吟
味
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
が
三
三
年
、
呵
最
亜
心
の
状
況

に
あ
っ
た
大
恐
慌
と
そ
の
も
と
で
の
政
治
的
、
社

会
的
不
安
を
ど
の
よ
う
な
政
治
手
法
を
用
い
て
乗

り
切
ろ
う
と
し
た
の
か
、
さ
ら
に
は
、
三
五
年
以

降
こ
の
政
権
が
採
用
し
た
社
会
・
勇
働
政
策
が
、

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
ど
の
よ
う
な
背
景
で
組

み
込
ま
れ
て
き
た
か
の
実
際
的
な
過
程
も
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
観
点
か
ら
全
国
産
業

復
興
法
の
内
容
お
よ
び
そ
の
実
施
過
程
に
つ
い
て
、

重
要
と
思
え
る
三
点
を
考
え
て
み
た
い
。

　
第
一
点
。
一
九
三
三
年
六
月
一
六
日
に
成
立
し

た
全
国
産
業
復
興
法
（
以
下
、
復
興
法
と
略
記
）

は
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
、
現
下
に
は
、
「
広
範
な

失
業
を
も
た
ら
し
、
ま
た
産
業
組
織
の
混
乱
を
引

き
起
こ
す
、
国
家
的
な
非
常
事
態
が
存
在
す
る
翫
と

宣
言
し
て
い
た
。
復
興
法
の
起
評
者
た
ち
は
、
こ

の
国
家
非
常
事
態
宣
言
と
い
う
見
慣
れ
ぬ
用
語
を

用
い
て
、
復
興
法
の
中
心
に
流
れ
た
異
様
な
法
的

内
容
を
議
会
に
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に

見
え
る
。
実
際
、
復
興
法
は
、
ア
メ
リ
カ
政
治
史

上
、
か
っ
て
な
い
大
き
な
認
可
権
を
大
統
領
に
与

え
て
い
た
。
r
こ
の
法
は
、
製
造
業
ば
か
り
か
商
業
、

さ
ら
に
は
娯
楽
産
業
に
ま
で
い
た
る
全
国
の
産
業

が
、
業
界
ご
と
に
公
正
な
競
争
を
保
持
す
る
た
め

の
「
規
約
鳳
を
作
成
し
、
大
統
領
の
認
可
を
受
け

た
場
合
、
そ
の
「
規
約
」
が
、
各
産
業
分
野
に
従

事
す
る
す
べ
て
の
成
員
の
活
動
を
縛
る
法
的
拘
束

力
を
持
つ
も
の
と
な
る
、
と
定
め
て
い
た
。
な
お

復
興
法
は
、
各
産
業
規
約
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を

持
つ
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
明
示
的
な
規
定
を
設

け
な
か
っ
た
。
復
興
法
の
実
施
と
共
に
、
五
五
〇

以
上
の
産
業
規
約
が
承
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
大
半

は
、
各
産
業
が
、
自
産
業
内
で
の
競
争
を
制
限
す

る
た
め
に
生
産
調
整
を
取
り
決
め
、
ま
た
価
格
引

き
上
げ
を
目
指
す
価
格
協
定
を
行
う
も
の
で
あ
っ

た
。
価
格
協
定
を
望
む
産
業
が
次
々
と
そ
れ
ぞ
れ

に
単
位
を
作
り
、
カ
ル
テ
ル
協
定
に
も
等
し
い
も

の
を
政
府
に
提
出
し
、
政
府
は
そ
れ
ら
を
規
約
と

し
て
承
認
し
た
、
復
興
法
の
実
体
は
、
こ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。
三
五
年
五
月
、
合
衆
国
最
高

裁
は
、
規
約
を
大
統
領
が
認
可
す
る
場
合
に
は
、

そ
れ
相
当
の
規
約
内
容
に
つ
い
て
の
法
的
な
定
め

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
復
興
法
は
そ
の
よ

う
な
規
定
を
設
け
ず
に
実
に
無
制
限
な
認
可
権
を

大
統
領
に
委
任
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
法
に
憲

法
違
反
の
判
断
を
下
し
た
。
な
る
ほ
ど
各
産
業
規

約
の
承
認
と
い
う
復
興
法
の
中
心
的
な
施
策
は
、
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法
の
意
図
を
立
法
府
が
可
．
愚
な
限
り
明
示
的
に
示

す
と
い
う
、
議
会
制
民
主
主
義
の
根
幹
に
触
れ
る

問
題
を
孕
ん
で
い
た
。
法
的
強
制
力
を
持
つ
は
ず

の
規
約
が
、
事
実
上
産
業
団
体
と
い
う
多
く
の
私

的
な
集
団
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
状
況
は
、
施
策

と
し
て
の
全
国
産
業
復
興
法
態
勢
が
持
っ
た
、
最

大
の
政
治
的
問
題
点
で
あ
っ
た
。

　
第
二
点
。
し
か
し
、
産
業
の
自
治
と
も
呼
ば
れ

た
右
の
規
約
秩
序
の
構
想
は
、
ま
た
実
の
と
こ
ろ

三
三
年
時
点
で
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
府
が
求
め

た
恐
慌
対
策
に
ま
つ
わ
る
、
最
も
特
徴
的
な
考
え

方
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
恐
慌
は
各
産

業
の
主
体
的
な
協
力
と
合
意
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
、
ロ
…
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
は
そ
の

よ
う
に
捉
え
て
い
た
。
復
興
法
を
実
施
す
る
に
当

た
っ
て
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
後
興
局
は
、
こ
の
よ

う
な
協
…
力
と
合
意
を
生
み
出
す
こ
と
に
最
大
の
関

心
を
零
せ
、
製
造
業
か
ら
商
業
に
い
た
る
ま
で
の

実
に
広
範
な
産
業
に
、
復
興
法
態
勢
へ
の
参
加
を

呼
び
か
け
た
。
最
終
的
に
承
認
さ
れ
た
五
五
〇
以

上
の
産
業
規
約
の
も
と
に
は
、
全
国
の
産
業
の
九

十
パ
ー
セ
ン
ト
、
傘
下
に
あ
る
勤
労
者
数
に
し
て
、

二
二
〇
〇
万
人
と
い
う
彪
大
な
人
々
が
包
摂
さ
れ

た
。
政
府
は
こ
の
復
興
法
態
勢
に
参
加
す
る
こ
と

を
、
当
面
国
民
に
求
め
ら
れ
る
愛
国
的
な
義
務
で

あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
議
論
に
お
い
て
は
恐
慌

が
さ
な
が
ら
擬
似
戦
時
状
況
と
見
立
て
ら
れ
、
復

興
法
態
勢
は
戦
時
下
で
の
国
民
の
挙
国
一
致
的
な

協
力
を
も
と
め
る
国
民
運
動
で
あ
る
と
い
う
宣
伝

が
、
政
府
の
発
言
に
お
い
て
常
に
駆
使
さ
れ
た
。

恐
慌
下
の
経
済
復
興
事
業
が
、
挙
国
一
致
を
指
向

す
る
国
民
運
動
に
擬
せ
ら
れ
て
実
施
さ
れ
た
事
実

も
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
府
が
進
め
た
復
興
法
態

勢
と
、
初
期
ニ
ュ
ー
デ
ィ
…
ル
政
策
の
特
徴
的
な

側
面
で
あ
っ
た
。

　
第
三
点
。
復
興
法
に
つ
い
て
特
記
す
べ
き
第
三

の
特
徴
は
、
そ
の
第
七
条
に
労
働
者
の
団
結
権
お

よ
び
団
体
交
渉
権
を
認
め
る
規
定
、
さ
ら
に
労
働

着
の
最
高
労
働
蒔
間
お
よ
び
最
低
賃
金
を
保
護
し

よ
う
と
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
規
定
は
、
実
の
と
こ
ろ
各
産
業
が
規
約
を
提

出
す
る
際
に
規
約
の
中
に
挿
入
す
べ
き
と
さ
れ
た

唯
一
の
条
件
と
し
て
、
法
に
明
記
さ
れ
て
い
た
。

復
興
法
が
産
業
界
の
自
主
的
な
協
力
態
勢
、
雷
葉

を
換
え
れ
ば
実
質
的
な
カ
ル
テ
ル
の
形
成
を
承
認

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
に
産
業

界
の
抵
抗
が
大
き
い
労
働
規
定
を
挿
入
す
る
こ
と

を
要
求
し
た
こ
と
は
、
復
興
法
立
案
者
ら
の
一
つ

の
意
図
を
示
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
大
恐
慌
の
深

化
が
も
た
ら
し
た
社
会
的
危
機
を
回
避
す
る
た
め

に
は
、
こ
の
種
の
社
会
政
策
を
導
入
す
る
こ
と
が

不
可
避
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
規
定
を
挿
入
し
た
こ
と
は
復
興
法

態
勢
の
性
格
を
複
雑
と
し
た
。
産
業
界
は
基
本
的

に
は
復
興
法
を
承
認
し
た
が
、
第
七
条
に
盛
り
込

ま
れ
た
労
働
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
案
の
起
草
、

さ
ら
に
議
会
審
議
の
段
階
か
ら
反
対
し
て
い
た
。

復
興
法
の
実
施
と
共
に
産
業
界
は
こ
の
規
定
を
骨

抜
き
に
す
る
様
々
な
抜
け
道
を
作
っ
て
い
っ
た
。

復
興
法
態
勢
は
当
面
挙
国
一
致
態
勢
と
し
て
三
三

さ
れ
、
そ
れ
へ
の
協
力
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、

結
局
の
と
こ
ろ
産
粟
界
の
自
主
的
行
動
を
尊
重
す

る
と
い
う
そ
の
中
心
理
念
と
、
政
府
が
社
会
政
策

と
し
て
導
入
し
た
労
働
規
定
の
軋
礫
は
、
復
興
法

の
溶
接
し
難
い
折
衷
的
性
格
と
し
て
、
復
興
法
態

勢
を
内
部
か
ら
破
綻
に
漉
い
て
い
く
い
ま
一
つ
の

要
因
と
な
っ
た
。
三
五
年
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
は
、

よ
り
明
示
的
な
社
会
・
労
働
政
策
と
し
て
全
国
労

働
関
係
法
を
導
入
し
た
が
、
そ
の
展
開
は
、
こ
の

復
興
法
態
勢
の
破
綻
、
つ
ま
り
こ
の
法
に
流
れ
た

理
念
の
分
離
を
背
景
と
し
て
模
索
さ
れ
始
め
た
方

向
で
あ
っ
た
。
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十
五
年
戦
争
と
ア
ヘ
ン

　
　
一
当
事
者
の
証
言
i

江
　
口
　
圭
　
「

　
私
は
、
一
九
八
二
年
東
京
の
古
書
店
目
録
に
掲

載
さ
れ
た
蒙
古
連
合
自
治
政
府
経
済
部
次
長
沼
野

英
不
二
の
旧
外
文
書
中
に
、
同
政
府
の
ア
ヘ
ン
政

策
に
関
す
る
内
部
資
料
を
発
見
し
、
そ
の
他
の
関

連
資
料
を
あ
わ
せ
、
『
資
料
日
中
戦
争
期
阿
片
政
策

i
蒙
彊
政
権
資
料
を
中
心
に
i
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
八
五
年
）
と
し
て
公
刊
す
る
機
会
を
え
た
。

そ
の
後
、
岡
田
芳
政
ほ
か
編
『
続
・
現
代
史
資
料

⑫
阿
片
問
題
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
）
も

刊
行
さ
れ
、
二
つ
の
史
料
集
に
よ
っ
て
日
本
の
ア

ヘ
ン
政
策
に
関
す
る
史
料
的
空
白
も
よ
う
や
く
あ

る
程
度
埋
め
ら
れ
た
の
で
、
私
は
日
中
戦
争
期
を

中
心
と
す
る
日
本
の
ア
ヘ
ン
政
策
の
概
要
を
『
日

中
ア
ヘ
ン
戦
争
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
と

題
し
て
紹
介
し
た
。

　
こ
の
小
著
は
新
書
版
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
多

く
の
反
響
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
ア
ヘ
ン
政

策
に
直
接
か
か
わ
っ
た
二
人
の
当
事
者
か
ら
貴
重

な
証
言
を
う
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
そ
の
一
人
及
川
勝
三
氏
（
一
九
〇
八
年
生
、
盛

岡
市
在
住
）
は
、
一
九
三
一
年
盛
岡
高
等
農
林
を

卒
業
、
大
蔵
省
郡
山
地
方
専
売
局
鑑
定
課
に
就
職

し
た
が
、
翌
三
二
年
三
月
「
満
州
国
」
が
樹
立
さ

れ
る
と
、
＝
一
月
そ
の
財
政
部
企
画
科
へ
派
遣
さ

れ
、
三
三
年
一
月
ア
ヘ
ン
専
売
制
が
実
施
さ
れ
た

の
に
と
も
な
っ
て
、
奉
天
専
売
署
に
赴
任
し
た
。

　
同
年
二
月
、
及
川
氏
は
同
僚
「
名
と
と
も
に
大

連
へ
出
張
を
命
じ
ら
れ
、
身
分
を
厳
秘
し
て
天
津

か
ら
の
ア
ヘ
ン
密
輸
入
に
従
事
し
た
。
「
満
州
国
」

が
一
方
で
公
然
と
ア
ヘ
ン
専
売
を
う
た
い
な
が
ら
、

他
方
で
そ
の
輸
入
を
秘
匿
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

お
り
か
ら
国
際
連
盟
で
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
を
め
ぐ

り
日
本
が
孤
立
に
お
ち
い
り
、
さ
ら
に
熱
河
作
戦

に
た
い
す
る
国
際
的
非
難
が
た
か
ま
っ
て
い
た
な

か
で
、
國
際
禁
制
品
を
大
び
ら
に
輸
入
す
る
こ
と

は
は
ば
か
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
関
東
州
で
及
川
氏
ら
の
任
務
を
知

っ
て
い
た
の
は
村
上
義
　
満
鉄
理
事
、
大
連
税
関

長
、
同
監
視
部
長
の
三
士
の
み
で
あ
っ
た
。
及
川

氏
ら
は
最
後
の
輸
送
を
密
告
さ
れ
、
関
東
州
警
察

官
に
連
行
さ
れ
か
か
っ
た
が
、
機
転
を
き
か
せ
て

「
脱
走
偏
し
、
税
関
長
の
も
と
へ
駆
け
込
み
、
こ

と
な
き
を
え
た
。

　
及
川
氏
は
一
九
三
五
年
専
売
総
覧
に
転
任
し
も

っ
ぱ
ら
ア
ヘ
ン
の
収
納
業
務
に
た
ず
さ
わ
り
、
三

七
年
日
中
戦
争
が
全
面
化
し
蒙
彊
政
権
が
樹
立
さ

れ
る
と
、
張
家
口
に
出
張
し
て
三
冠
ア
ヘ
ン
の
収

買
に
従
事
し
た
。

　
つ
い
で
三
八
年
九
月
及
川
氏
は
蒙
彊
政
権
の
監

察
官
に
任
命
さ
れ
、
「
満
州
国
」
か
ら
派
遣
さ
れ

た
他
の
二
名
の
同
僚
と
と
も
に
、
「
満
州
国
」
　
の

専
売
制
を
モ
デ
ル
と
し
た
ア
ヘ
ン
専
売
制
の
立
案

に
従
事
し
、
三
九
年
七
月
ア
ヘ
ン
専
売
制
と
し
て

の
清
査
制
度
を
発
足
さ
せ
た
。
小
著
で
は
後
年
の

文
書
の
表
現
な
ど
か
ら
清
査
制
度
を
三
八
年
末
設

立
の
「
興
亜
院
に
よ
っ
て
立
案
さ
れ
準
備
さ
れ
た

こ
と
は
確
実
と
い
っ
て
よ
い
」
（
七
三
ぺ
…
ジ
）
と

推
測
し
た
が
、
及
川
疑
の
証
言
お
よ
び
同
氏
蔵
の

文
書
に
よ
り
こ
の
推
測
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
。

　
蒙
彊
政
権
で
は
一
九
三
九
年
の
ア
ヘ
ン
収
納
が

き
わ
め
て
不
振
に
お
わ
っ
た
こ
と
か
ら
、
旧
制
の

通
過
税
方
式
へ
復
そ
う
と
い
う
動
き
が
あ
り
、
及

川
氏
は
土
業
組
合
方
式
へ
の
後
退
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
不
満
の
意
を
強
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
上
海
で

イ
ラ
ン
産
ア
ヘ
ン
の
密
輸
入
と
販
売
を
と
り
し
き

っ
て
い
た
愛
児
機
関
か
ら
声
が
か
か
り
、
四
一
年

四
月
海
南
島
へ
渡
っ
た
。

　
一
九
三
九
年
二
月
海
南
島
占
領
後
、
陸
海
外
三

省
の
協
定
に
よ
り
同
島
に
お
い
て
ア
ヘ
ン
を
生
産
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す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
ず
四
〇
年
福
田
組
が
ケ
シ

裁
培
に
あ
た
っ
た
が
、
完
全
に
失
敗
し
た
。
そ
こ

で
「
満
州
国
」
お
よ
び
蒙
彊
政
権
で
の
キ
ャ
リ
ア

を
も
つ
及
川
氏
が
そ
の
腕
を
見
込
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
三
省
協
定
に
よ
り
新
た
に
厚
生
公
司
が
作
ら

れ
、
及
川
馬
は
そ
の
一
員
と
し
て
海
南
島
に
お
け

る
ア
ヘ
ン
生
産
の
責
任
者
と
な
っ
た
。
農
民
の
説

得
工
作
な
ど
に
苦
心
を
重
ね
た
末
、
四
農
場
約
一

　
　
ム
　

五
〇
畝
を
確
保
し
、
四
「
年
一
〇
月
播
種
、
肩
下

な
ど
の
困
難
を
切
り
抜
け
、
四
二
年
二
月
最
初
の

収
穫
を
え
た
。

　
及
川
氏
は
病
気
の
た
め
同
年
四
月
帰
国
し
、
一

〇
年
間
に
わ
た
る
ア
ヘ
ン
政
策
へ
の
従
事
を
終
え

る
が
、
海
南
島
で
日
本
が
ア
ヘ
ン
生
産
を
お
こ
な

っ
た
こ
と
は
、
今
日
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
「

な
い
新
事
実
で
あ
り
、
及
川
氏
の
証
言
の
な
か
で

も
特
に
注
目
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。

　
い
ま
一
人
の
丹
羽
郁
也
氏
（
一
九
二
一
年
生
、

神
戸
市
在
住
）
は
、
一
九
四
〇
年
東
洋
海
運
株
式

会
社
に
入
社
、
最
上
川
丸
の
次
席
通
信
士
と
な
っ

た
。
同
年
九
月
本
船
は
神
戸
を
出
港
し
、
イ
ン
ド

の
ゴ
ア
に
向
か
っ
た
が
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
出
た

と
こ
ろ
で
イ
ギ
リ
ス
の
砲
艦
に
停
船
を
命
じ
ら
れ
、

積
荷
・
行
先
な
ど
に
つ
い
て
検
問
さ
れ
た
。
ゴ
ア

で
鉄
鉱
石
を
積
ん
だ
の
ち
、
本
船
は
イ
ラ
ン
の
ブ

シ
ー
ル
で
「
薬
品
」
の
名
目
で
五
〇
〇
箱
（
一
箱

七
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
ア
ヘ
ン
を
積
み
込
み
、
上

海
へ
向
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
本
船
は
ス
マ
ト
ラ
島

南
岸
沖
へ
迂
回
し
、
藤
島
と
ジ
ャ
ワ
島
と
の
閥
の

ス
ソ
ダ
海
峡
に
入
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
沿
岸
警
備
艇

の
制
止
を
振
り
切
っ
て
ボ
ル
ネ
オ
島
西
重
職
か
ら

南
シ
ナ
海
へ
出
た
。

　
さ
ら
に
最
上
川
丸
は
低
山
列
島
沖
で
三
井
物
産

の
チ
ャ
ー
タ
ー
船
で
あ
る
こ
と
を
示
す
煙
突
と
舷

側
の
マ
ー
ク
を
ペ
ン
キ
で
塗
り
潰
し
た
う
え
、
上

海
に
入
港
し
、
日
本
海
軍
陸
戦
隊
員
の
手
で
「
薬

品
」
を
荷
下
ろ
し
し
た
。

　
丹
羽
氏
の
証
言
は
、
日
独
伊
三
国
同
盟
に
よ
り

日
英
間
の
緊
張
が
強
ま
る
な
か
で
、
国
際
禁
制
品

の
鼻
輪
を
秘
匿
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
苦
心
が

払
わ
れ
た
か
を
生
々
し
く
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
日
本
の
ア
ヘ
ン
政
策
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
・
オ
ー
ラ
ル
双
方
で

の
さ
ら
な
る
発
掘
の
努
力
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
を

痛
感
す
る
。

｝
呆
学
術
会
議
だ
よ
捌

1
翫
1
9

平
成
二
年
一
一
月
　
日
本
学
術
会
議
広
報
委
員
会

◇
日
本
学
術
会
議
第
一
一
〇
回
総
会
報
告

　
日
本
学
術
会
議
第
一
一
〇
回
総
会
（
第
一
四
期

・
畑
弟
六
回
）
は
、
雛
†
成
二
年
目
〇
月
一
七
～
一
九

日
の
三
日
間
開
催
さ
れ
た
。
今
回
総
会
で
採
択
さ

れ
た
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ω
貝
本
学
術
会
議
の
運
営
の
細
則
に
関
す
る
内

規
の
一
部
改
正

　
本
件
は
、
①
来
年
春
の
第
一
四
期
最
後
の
総
会

が
五
月
（
通
常
は
四
月
）
開
催
に
な
っ
た
こ
と
に

伴
い
、
「
副
会
長
世
話
担
当
研
究
連
絡
委
員
会
の

運
営
に
関
す
る
総
会
決
定
」
の
適
用
期
間
を
、
一

か
月
間
延
長
す
る
と
と
も
に
、
②
第
一
四
期
限
り

の
措
置
と
し
て
、
地
球
圏
－
生
物
圏
国
際
協
同
研

究
計
画
（
工
G
B
P
）
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
組
織

と
し
て
、
地
理
学
研
究
連
絡
委
員
会
に
「
亙
G
B

P
専
門
委
員
会
」
を
設
置
す
る
た
め
に
、
関
係
各

部
等
の
研
究
連
絡
委
員
会
委
員
定
数
に
つ
い
て
必

要
な
処
理
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
②
創
薬
基
礎
科
学
研
究
の
推
進
に
つ
い
て
（
勧

告
）
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